
 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防衛装 

備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書及び 

同報告書に付する防衛大臣の意見 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本電子媒体（PDF）は原本と相違ない 

令和６年１１月２２日 

防衛装備庁装備政策部国際装備課 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法

律第５４号）第１８条第９項の規定に基づき、公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防

衛装備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書を、防衛大臣の意見を付して報告するもの

である。 



 

 

 

 

公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防衛装 

備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書及び 

同報告書に付する防衛大臣の意見 
 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防衛装備移転円滑化 

基金に係る業務に関する報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

 

 

公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防衛装備移転円滑化 

基金に係る業務に関する報告書に付する防衛大臣の意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防衛装 

備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書 
  



2 

 

目  次 

 

Ⅰ．令和５年度防衛装備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

 

 

Ⅱ．参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 

資料１  防衛装備移転円滑化事業費補助金交付要綱について（防装庁（防）第１２１号。令和６年 

２月２１日） 

資料２ 装備移転支援実施基準（令和５年１０月１０日防衛大臣決定） 

資料３ 公益財団法人防衛基盤整備協会 装備移転支援業務規程（令和６年防基理第１号） 

資料４ 参照条文 

 

  



3 

 

 

Ⅰ．令和５年度防衛装備移転円滑化基金に係る業 

務に関する報告書 
 

  



4 

 

令和５年度防衛装備移転円滑化基金に係る業務について 

 

 

１ 基金の概要 

  公益財団法人防衛基盤整備協会（以下「本法人」という。）は、防衛省が調達する装備品等の

開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第５４号。以下「法」という。）

第１５条第１項の規定に基づき、令和６年２月１６日に指定装備移転支援法人に指定された。 

  これを受け、本法人は、防衛装備移転円滑化事業費補助金交付要綱について（防装庁（防）第

１２１号。令和６年２月２１日）（資料１）の規定に基づき、令和６年３月１１日に４００億円

の交付決定を受け、同月１２日、基金の造成を行った。 

 

２ 基金の管理体制等 

 本法人は、業務を適切に行うため、専任部署として第２事業部に業務第４課を設置し、理事１

名を実施統括する担当役員として任命するとともに、必要な人員の確保を行う等、体制の整備を

行った。 

基金の管理及び運用については、法第１７条及び装備移転支援実施基準（令和５年１０月１０

日防衛大臣決定）（資料２）に基づき、公益財団法人防衛基盤整備協会 装備移転支援業務規程

（令和６年防基理第１号）（資料３）において規定している。 

 

３ 業務に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む。） 

 （単位：百万円）             

 令和５年度 令和６年度（見込み） 

前年度末基金残高(a) - 39,998 

収 

 

 

入 

国からの資金交付額 40,000 40,000 

運用収入 - 5 

その他 - - 

合 計 (b) 40,000 40,005 

支 

 

出 

事業費 - - 

管理費 2 37 

合  計 (c) 2 37 

国庫返納額 (d) - - 

当年度末基金残高(a+b-c-d) 39,998 79,966 

（うち国費相当額） 39,998 79,966 

※ 十万円以下四捨五入 

 

４ 令和５年度の基金事業の実施決定件数・実施決定額 

実施決定件数（単位：件） - 
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実施決定額 （単位：百万円） - 

 

５ 保有割合 

  基金の年度末残高については、令和５年度末時点での保有割合は「１」となる。 

 

＜保有割合の算定根拠＞ 

  （令和５年度末基金残高）÷（令和６年度以降の業務に必要となる金額） 

 

６ 基金事業の目標に対する達成度 

  装備品等の海外への移転は、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出等のための重要な政

策手段となることから、国から交付を受けた補助金により設置した基金を財源として、装備移転

に関して対象となる装備品等の仕様及び性能の調整のために必要な資金につき助成することによ

り、官民一体となって装備移転の活発化を図ることを目標とし、そのために必要な装備移転支援

業務等を計画的に実施するものである。具体的には、装備移転支援業務等を実施する専任部署を

設け、その中に装備品製造等事業者による装備移転仕様等調整に関する事項についての相談窓口

を開設し、必要な人員を配置して、法第９条第１項に基づく防衛大臣の認定を受けた認定装備移

転事業者のみならず、認定を受けていない装備品製造等事業者を含め、装備移転の円滑化を図ろ

うとする者に対する照会や相談に応じ、要すれば必要な助言を行うことを可能とする体制を構築

し、相談窓口の連絡先及び対応可能時間等について、本法人のホームページにおける専用ページ

に掲載した。 

 なお、令和６年度から本格的に始まる装備移転支援業務に係る必要な準備のための検討等を行

うなど、着実に事業を実施した。 
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Ⅱ．参考資料 



防装庁（防）第１２１号

令和６年２月２１日

公益財団法人防衛基盤整備協会

理事長 鎌田 昭良 殿

防衛大臣

（公印省略）

防衛装備移転円滑化事業費補助金交付要綱について（通知）

標記について、別添のとおり定めたので通知します。

また、令和５年度防衛装備移転円滑化事業費補助金の交付申請期限を令和６年３月８日

としましたので、併せて通知します。

添付書類：防衛装備移転円滑化事業費補助金交付要綱

（資料１）
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防衛装備移転円滑化事業費補助金交付要綱

（通則）

第１条 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第５

４号。以下「防衛生産基盤強化法」という。）第１８条第２項の規定による防衛装備移転円滑化事業費

補助金（以下「補助金」という。）の交付については、防衛生産基盤強化法、防衛省が調達する装備品

等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令（令和５年政令第２９０号）、防衛省が調達

する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則（令和５年防衛省令第１４号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」とい

う。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において使用する用語は、防衛生産基盤強化法において使用する用語の例による。

（交付の目的）

第３条 補助金は、防衛生産基盤強化法第１８条第１項に規定する基金（以下「防衛装備移転円滑化基金」

という。）を造成することにより、装備移転の円滑化に資することを目的とする。

（交付の事務）

第４条 補助金の交付に関する事務は、防衛装備庁長官が行うものとする。

（交付の対象）

第５条 補助金は、指定装備移転支援法人が防衛装備移転円滑化基金を造成する事業（以下「補助事業」

という。）を交付の対象とする。

（交付先及び申請手続）

第６条 補助金は、指定装備移転支援法人に対し、その申請に基づいて交付する。

２ 前項の申請は、別記様式第１による交付申請書を防衛大臣に提出して行うものとする。

（交付額）

第７条 補助金の交付額は、定額とする。

（交付の決定）

第８条 防衛大臣は、第６条第２項の規定による交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の審

査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、原則として、当該交付申請書が到達した日の翌日から

起算して１月以内に交付の決定を行うものとする。

２ 防衛大臣は、前項の決定を行ったときは、その旨を別記様式第２による交付決定通知書により指定装

備移転支援法人に通知するものとする。

（交付の条件）

第９条 防衛大臣は、前条第１項の決定に際して次の各号に掲げる条件を付すものとする。

⑴ 指定装備移転支援法人は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、防衛大

臣の承認を受けなければならないこと。

⑵ 指定装備移転支援法人は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに防衛大臣に報告して、

その指示を受けなければならないこと。

⑶ 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務であって防衛装備移転円滑化基金を財源として行うも

の（以下「基金業務」という。）に係る運営及び管理に関する基本的事項として次に掲げるものにつ
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いて、補助事業の完了後速やかに公表しなければならないこと。

イ 基金の名称

ロ 基金の額

ハ 基金業務の概要

⑷ 指定装備移転支援法人は、防衛装備移転円滑化基金を廃止するまでの間、毎年度、防衛装備移転円

滑化基金の額及び基金業務の実施状況を防衛大臣に報告しなければならないこと。

⑸ 指定装備移転支援法人は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに、第６条第１項の規定によ

り交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付しなければならないこと。

イ 防衛装備移転円滑化基金の額が装備移転支援業務の実施状況その他の事情に照らして過大である

と防衛大臣が認めた場合

ロ 防衛大臣が定めた防衛装備移転円滑化基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により防衛

装備移転円滑化基金を廃止した場合

⑹ その他必要な条件

（申請の取下げ）

第１０条 防衛大臣は、指定装備移転支援法人が、第８条第１項の決定の内容又はこれに付された条件に

対して不服があることにより、第６条第１項の申請を取り下げようとするときは、第８条第２項の規定

による通知を受けた日から起算して１５日以内にその旨を記載した書面を提出させるものとする。

（実績報告）

第１１条 防衛大臣は、指定装備移転支援法人に対し、防衛装備移転円滑化基金を造成した日から起算し

て１月を経過した日（補助事業の廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受けた日から起算し

て１月を経過した日）又は防衛装備移転円滑化基金を造成した日の属する年度の翌年度の４月１０日の

いずれか早い日までに、別記様式第３による事業実績報告書を提出させるものとする。

（額の確定）

第１２条 防衛大臣は、前条の事業実績報告書の提出を受けた場合においては補助金の額を確定し、別記

様式第４による確定通知書により指定装備移転支援法人に通知するものとする。

（交付の決定の取消し等）

第１３条 防衛大臣は、補助事業の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、

第８条第１項の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

⑴ 指定装備移転支援法人が、防衛生産基盤強化法第２５条第１項又は第２項の規定によりその指定を

取り消された場合

⑵ 指定装備移転支援法人が、防衛生産基盤強化法その他の法令若しくはこの要綱の規定又はこれらに

基づく防衛大臣の処分若しくは指示に違反した場合

⑶ 指定装備移転支援法人が、補助事業、防衛装備移転円滑化基金の運用及び管理その他の装備移転支

援業務に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

⑷ 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続す

る必要がなくなった場合その他の理由により補助事業を遂行することができない場合（指定装備移転

支援法人の責に帰すべき事情による場合を除く。）

２ 防衛大臣は、前項の規定により第８条第１項の決定の取消しを行った場合は、指定装備移転支援法人

に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（電磁的記録）

第１４条 適正化法第２６条の２に規定する電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られる記録であって、防衛大臣の使用に係る電子計算機による

情報処理の用に供することができるものとする。
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（電磁的方法）

第１５条 適正化法第２６条の３第１項に規定する電磁的方法は、電子情報処理組織による申請等として

防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成１５年内閣府

令第６９号）第４条各項に規定する方法とする。

（委任規定）

第１６条 この要綱の実施に関し必要な事項は、防衛装備庁長官が定める。
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別記様式第１（第６条第２項関係）

交付申請書
（防衛装備移転円滑化事業費補助金）

（文書番号）

年 月 日

防衛大臣 氏名 殿

住 所

法人の名称

代表者の氏名

標記の補助金の交付を受けたいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法

律第１７９号）第５条の規定により、下記のとおり申請します。

記

１ 補助事業の概要

２ 補助事業の目的、内容、経費の配分等

付紙「事業計画明細書」に記載のとおり

３ 補助事業の完了予定期日

年 月 日（ ）

４ 交付申請額

金 円

以上

（備考）

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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添付書類

番号 添付書類の種類

１ 事業計画明細書

２ 申請者の営む主な事業を記載した書類

３ 申請者の資産及び負債を記載した書類

４ 補助事業の効果を記載した書類

（その他必要な書類を記載）

（備考）

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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付紙

事業計画明細書
（防衛装備移転円滑化事業費補助金）

１ 補助事業の目的及び内容等 （単位：円）

目的及び内容

事業に必要な資金

自己資金

補助金（交付申請額）

２ 補助事業の経費の配分及び使用方法 （単位：円）

所要額の内訳
区分 所要額 算出の基礎

自己資金 補助金

合計

３ 補助事業に関して生ずる収入金 （単位：円）

項目 金額

４ 自己資金の調達方法 （単位：円）

調達方法 金額

（備考）

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

14



別記様式第２（第８条第２項関係）

交付決定通知書
（防衛装備移転円滑化事業費補助金）

文書番号

年 月 日

一般○○法人（又は公益○○法人） ○○

代表理事（又は理事長等の役職名称） 氏名 殿

防衛大臣 氏名

年 月 日付け交付申請書をもって交付申請のあった防衛装備移転円滑化事業費補助金に

ついて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」

という。）第６条第１項の規定により、下記のとおり交付することに決定したので、同法第８条の規定に

より通知します。

記

１ 交付決定額

金 円

２ 交付の条件

⑴ この補助金の交付を受けた者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、

防衛大臣の承認を受けなければなりません。

⑵ この補助金の交付を受けた者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに防衛大臣に報

告して、その指示を受けなければなりません。

⑶ この補助金の交付を受けた者は、装備移転支援業務であって防衛装備移転円滑化基金を財源として

行うもの（以下「基金業務」という。）に係る運営及び管理に関する基本的事項として次に掲げるも

のについて、補助事業の完了後速やかに公表しなければなりません。

イ 基金の名称

ロ 基金の額

ハ 基金業務の概要

⑷ この補助金の交付を受けた者は、防衛装備移転円滑化基金を廃止するまでの間、毎年度、防衛装備

移転円滑化基金の額及び基金業務の実施状況を防衛大臣に報告しなければなりません。

⑸ この補助金の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに、交付を受けた補助

金の全部又は一部に相当する金額を国に納付しなければなりません。

イ 防衛装備移転円滑化基金の額が装備移転支援業務の実施状況その他の事情に照らして過大である

と防衛大臣が認めた場合

ロ 防衛大臣が定めた防衛装備移転円滑化基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により防衛

装備移転円滑化基金を廃止した場合

（次頁に続く）
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３ 申請の取下げの期日

適正化法第９条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、交付の決定の通知を受

けた日から起算して１５日以内とします。

４ 実績報告

この補助金の交付を受けた者は、防衛装備移転円滑化基金を造成した日から起算して１月を経過した

日（防衛装備移転円滑化基金の廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から起算し

て１月を経過した日）又は防衛装備移転円滑化基金を造成した日の属する年度の翌年度の４月１０日の

いずれか早い日までに、事業実績報告書を防衛大臣に提出しなければなりません。

以上

（備考）

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記様式第３（第１１条関係）

事業実績報告書
（防衛装備移転円滑化事業費補助金）

（文書番号）

年 月 日

防衛大臣 氏名 殿

住 所

法人の名称

代表者の氏名

年 月 日付け交付決定通知書をもって交付の決定の通知を受けた防衛装備移転円滑化事

業費補助金について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第

１４条の規定により、下記のとおり報告します。

記

１ 補助事業の実績概要

２ 補助事業の完了日（防衛装備移転円滑化基金の造成日）

年 月 日（ ）

以上

（備考）

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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添付書類

番号 添付書類の種類

１ 防衛装備移転円滑化基金の状況を示す書類

（その他必要な書類を記載）

（備考）

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記様式第４（第１２条関係）

確定通知書
（防衛装備移転円滑化事業費補助金）

文書番号

年 月 日

一般○○法人（又は公益○○法人） ○○

代表理事（又は理事長等の役職名称） 氏名 殿

防衛大臣 氏名

年 月 日付け事業実績報告書について審査した結果、 年 月 日付け交付

決定通知書により通知した補助金の額を下記のとおり確定したので、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条の規定により通知します。

記

確定額 金 円

以上

（備考）

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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装備移転支援実施基準

令和５年１０月１０日
防 衛 大 臣 決 定

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法
律第５４号。以下「法」という。）第１５条第４項及び防衛省が調達する装備品等の開発及
び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則（令和５年防衛省令第１４号。以下「施行
規則」という。）第１７条の規定に基づき、指定装備移転支援法人（以下「指定法人」とい
う。）が装備移転支援業務を実施する際に従うべき基準として、装備移転支援実施基準を次
のとおり定める。
なお、この装備移転支援実施基準において使用する用語は、法において使用する用語の例

による。

１ 装備移転支援業務の具体的内容に関する事項
指定法人は、装備移転支援業務として次に掲げる業務及びこれらに附帯して基金の管理

に関する業務を行うものとする。
⑴ 認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整を行う
ために必要な一連の作業に係る費用を対象に、当該認定装備移転仕様等調整計画の実施
期間において実際に発生したものの額を助成金として交付すること。

⑵ 装備品製造等事業者による装備移転仕様等調整に関する事項についての照会及び相談
に応じ、並びに必要な助言を行うための一元的な窓口を設置し、これらを行うこと。

２ 装備移転支援業務の実施体制に関する事項
指定法人は、装備移転支援業務を適正かつ確実に実施する体制を構築するため、次に掲

げる措置について装備移転支援業務規程に定め、当該定めに基づきこれらを実施するもの
とする。
⑴ 装備移転支援業務を実施する専任の部署を設置すること。
⑵ 前号の部署に装備移転支援業務を統括する責任者を配置すること。
⑶ 装備移転支援業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務を行うことによって装
備移転支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼさないよう、装備移転支援業務の実
施に必要な人員を常に確保すること。

⑷ 法第１７条第５項の規定に基づく装備移転支援業務規程の公表、第１９条第２項の規
定に基づく事業計画書及び収支予算書の公表並びに第１９条第３項の規定に基づく事業
報告書及び収支決算書の公表等により、装備移転支援業務の実施の透明性を確保するこ
と。

３ 装備移転支援業務の実施方法に関する事項
指定法人は、法第１７条第２項及び施行規則第２０条に規定する事項について装備移転

支援業務規程に定め、当該定めに基づきこれらを実施するものとする。

４ 装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項
指定法人は、装備移転支援業務を通じて知り得た情報について、装備移転支援業務の実

施の目的以外に利用してはならないものとする。その実施に際しては、当該情報の管理に
係る責任者を置き、これを確実に保全するための体制を構築するものとし、その措置を装
備移転支援業務規程に定めるものとする。

５ 助成事業の監督に関する事項
指定法人は、助成事業（助成金の交付を受けて行う装備移転仕様等調整をいう。）が、

認定装備移転仕様等調整計画で定める当該認定装備移転仕様等調整計画の実施期間並びに
助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従っていることを確認するほか、当該助
成事業を実施する認定装備移転事業者に対し必要な監督を行うものとする。

( 資料 2 ）
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(資料３) 

 

令和６年防基理第１号 

 

 公益財団法人防衛基盤整備協会装備移転支援業務規程を次のように定める。 

   令和６年２月２６日 

公益財団法人防衛基盤整備協会 

理事長  鎌 田 昭 良 

 

公益財団法人防衛基盤整備協会 装備移転支援業務規程 

 

目次 

第１章 総則 

第２章 助成業務 

第３章 基金の管理等 

第４章 照会・相談業務 

第５章 秘密の保持 

第６章 雑則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人防衛基盤整備協会（以下「当協会」という。）が、防衛

省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律

第５４号。以下「防衛生産基盤強化法」という。）第１５条第１項の規定に基づき指定さ

れた指定装備移転支援法人として行う装備移転支援業務の適正な運営を図るため、これ

らに関する基本的な事項を定めることを目的とする。 

 

（通則） 

第２条 当協会が行う装備移転支援業務（基金の管理を含む）は、防衛生産基盤強化法そ

の他の法令、装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針（令和５

年防衛省告示第２１６号）及び装備移転支援実施基準（防装庁（事）第３５３号。令和５

年１０月１０日）に定められるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

（定義） 

第３条 この規程において使用する用語は、防衛生産基盤強化法において使用される用語

の例による。 

 

（実施体制） 

第４条 当協会は、装備移転支援業務を実施する専任部署（以下「装備移転支援担当課」

という。）として、第２事業部業務第４課を設置し、その部署に管理責任者として業務
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第４課長を配置するとともに、総括責任者として装備移転支援担当理事を置いて当該業

務を総括させるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、業務の適正かつ確実な運用を図るため、装備移転支援担

当課には業務第４課長のほかに常時装備移転支援業務に従事する職員を１人以上配置

し、業務第４課長の指導監督の下、装備移転支援業務を行うものとする。 

 

（事業計画等）  

第５条 当協会は、防衛生産基盤強化法第１９条第１項の規定により、毎事業年度、装備

移転支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、事業年度開始の１月前までに

（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）防衛大

臣に認可を申請するものとする。 

２ 当協会は、防衛生産基盤強化法第１９条第３項の規定により、毎事業年度、装備移転

支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後３月以内に、

防衛大臣に提出するものとする。 

３ 前２項の書類の作成に当たっては、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。 

４ 第１項及び第２項に掲げる書類の公表は、当協会のホームページへの掲載により行う

ものとする。 

 

（装備移転支援業務） 

第６条 当協会は、防衛生産基盤強化法第１５条第３項及び防衛省が調達する装備品等の

開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則（令和５年防衛省令第１４号。

以下「施行規則」という。）第１６条の規定により、装備移転支援業務として、次に掲げ

る業務を行うものとする。 

（１）認定装備移転事業者が認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整（以

下「助成事業」という。）を実施するために必要な資金に充てるための助成金の交付及

びこれに附帯する業務（以下「助成業務」という。） 

（２）装備移転仕様等調整に関する事項についての照会及び相談に応じ、並びに必要な助

言を行うこと並びにそれに附帯する業務（以下「照会・相談業務」という。） 

２ 当協会は、装備移転支援業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとす

る。 

 

第２章 助成業務 

 

（交付の目的） 

第７条 助成金は、防衛生産基盤強化法第１５条第３項第１号の規定により、助成事業を

行うために必要な資金に充てるため交付することにより、装備移転の円滑化に資するこ

とを目的とする。 

 

（交付先及び申請手続） 

第８条 助成金は、認定装備移転事業者に対し、その申請に基づいて交付する。 

２ 認定装備移転事業者は、前項の申請（以下「交付申請」という。）に際し、次のいずれ
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にも該当しないことを誓約しなければならない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団

員をいう。）若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（次号において

「暴力団員等」という。） 

（２）法人等（法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。）でその役

員のうちに暴力団員等があるもの、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力

団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

（交付の対象） 

第９条 助成金は、助成事業を行うために必要な費用のうち、当該計画の実施期間におい

て実際に発生したもの（以下「助成対象費用」という。）を交付の対象とする。 

２ 助成対象費用の区分及び助成金の額は、別表第１のとおりとする。 

３ 当協会は、助成金の交付の対象に関して疑義を生じたときは、防衛省に協議するもの

とする。 

 

（交付決定） 

第１０条 当協会は、交付申請があった場合には、これを審査し、助成金を交付すべきも

のと認めたときは、その交付の決定（以下「交付決定」という。）を行い、その旨を当該

交付申請をした者に通知するものとする。 

２ 交付申請に係る書類が当協会に到達してから、当該交付申請に係る交付決定を行うま

でに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

３ 交付決定には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 

（１）助成事業を行う事業者（以下「助成事業者」という。）は、助成金の交付決定の内容

及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を行わなけれ

ばならないこと。 

（２）助成事業者は、交付決定の内容及びこれに付された条件に不服がある場合において、

交付申請の取り下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から２０日以

内に申し出なければならないこと 

（３）助成事業者は、助成事業の内容又は助成対象費用の区分ごとに配分された額の変更

（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、当協会に申請し、その承認を受けな

ければならないこと。 

（４）助成事業者は、助成事業の内容又は助成対象費用の区分ごとに配分された額の軽微

な変更をするときは、当協会に届け出なければならないこと。 

（５）助成事業者は、助成事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、

当協会に申請し、その承認を受けなければならないこと。 

（６）助成事業者は、助成事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して

実施してはならないこと。ただし、助成事業の一部について委託又は共同（以下「委

託等」という。）により実施することを交付申請において明示し、当協会がこれを認

めた場合にはこの限りではない。 

（７）助成事業者は、前号ただし書きの規定により、助成事業の一部を委託等により実施
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する場合は、その実施に関し、委託等に係る相手方との契約を書面により締結しなけ

ればならないこと。 

（８）助成事業者は、前号の契約を締結するときは、その事業の性質上、著しく困難又は

不適当である場合を除き、一般競争（予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５

号）にいう一般競争をいう。）に付さなければならないこと。 

（９）助成事業者は、助成事業に関し、売買、請負その他の契約（契約金額が１００万円

未満のものを除く。）を締結しようとするときは、防衛省から補助金交付停止措置又

は指名停止措置が講じられている事業者を相手方としてはならないこと。ただし、助

成事業の遂行上、当該事業者でなければ助成事業の遂行が困難又は不適当である場

合は、当協会の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができること。 

（１０）助成事業者は、防衛省から補助金交付停止措置又は指名停止措置が講じられてい

る事業者との間で助成事業に関し締結されている契約に関し、当協会から解除その

他の必要な措置を講ずべき求めがあった場合は、その求めに応じなければならない

こと。 

（１１）前２号及びこの号の規定は、助成事業者が締結する契約に関し、当該契約の相手

方が他の契約を締結する場合に準用すること。この場合において、助成事業者は、当

該他の契約においてこの規定が順守されるための必要な措置を講じなければならな

いこと。 

（１２）助成事業者は、助成事業の経理をこれ以外の経理と明確に区分し、その収支の状

況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する

証拠書類を助成事業の完了した日（助成事業の廃止の承認を受けたときは、その承認

のあった日）の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならないこと。 

（１３）助成事業者は、予定された期間内に助成事業を完了することができないと見込ま

れる場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに当協会に報

告し、その指示を受けなければならないこと。 

（１４）助成事業者は、助成事業を完了するまでの間、毎年度、助成事業の実施の状況に

関し、翌年度の４月３０日までに当協会に報告しなければならないこと。 

（１５）助成事業者は、当協会が必要と認めて指示したときは、助成事業の実施の状況に

関し、速やかに当協会に報告しなければならないこと。 

（１６）助成事業者は、助成事業を完了した日から起算して１月を経過した日（当該助成

事業の廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受けた日から起算して１月

を経過した日）又は助成事業を完了した日の属する年度の翌年度の４月１０日のい

ずれか早い日までに、助成事業の実績に関し、当協会に報告しなければならないこと。 

（１７）助成事業者は、当協会が、助成事業の適正な遂行のため必要な範囲において報告

を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じなければならない

こと。 

（１８）助成事業者は、当協会が、前号の実地調査を行う場合において、助成事業の適正

な遂行のために必要な範囲において防衛省の職員を立ち会わせようとするときは、

これに応じなければならないこと。 

（１９）助成事業者は、当協会が事実確認の必要があると認めるときは、取引先に対し、

参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めなければならないこと。 
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（２０）助成事業者は、当協会が、助成事業に係る実施の状況又は実績の報告の内容が助

成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当協会

の指示に従わなければならないこと。 

（２１）助成事業者は、当協会が助成金の全部又は一部の返還を請求したときは、当協会

が指定する期日（以下「納付期日」という。）までに返還しなければならないこと。 

（２２）助成事業者は、助成金の返還の請求を受けたときは、助成金の受領の日から納付

の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の

期間については、既納付額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計

算した加算金を加えて返還しなければならないこと。 

（２３）助成事業者は、返還すべき助成金を期日までに納付しなかったときは、納付期日

の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセント

の割合で計算した延滞金を納付しなければならないこと。 

（２４）助成事業者は、助成事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産又は成果

（以下「取得財産等」という。）であって当協会の定めるもの（以下「処分制限付取

得財産等」という。）を、当協会の定める期間内に処分（助成金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。）し

ようとする場合には、当協会に申請し、その承認を受けなければならないこと。 

（２５）助成事業者は、取得財産等について、善良な管理者の注意をもってこれを管理し

なければならず、かつ、助成事業の完了後においても、助成金の交付の目的に従って

その効率的な運用を図らなければならないこと。 

（２６）助成事業者は、処分制限付取得財産等について、標示票を貼付し、管理台帳を備

え、その管理の状況を明らかにしなければならないこと。 

（２７）助成事業者は、助成事業を完了するまでの間、毎年度、実施の状況に関する報告

に併せ、処分制限付取得財産等の明細書を当協会に提出しなければならないこと。 

（２８）助成事業者は、助成事業を完了した日から起算して１月を経過した日（当該助成

事業の廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１月

を経過した日）又は助成事業を完了した日の属する年度の翌年度の４月１０日のい

ずれか早い日までに、実績報告に併せ、処分制限付取得財産等の明細書を当協会に提

出しなければならないこと。 

（２９）助成事業者は、処分制限付取得財産等の処分により収入を生じたときは、当該収

入を当協会に報告し、当協会の請求に応じその収入の一部（消費税及び地方消費税に

係る相当額を除く。）を納付しなければならないこと。 

（３０）助成事業者は、助成事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により助成金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、これを速やか

に当協会に報告しなければならないこと。 

（３１）助成事業者は、助成金の交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、当協会

の承認を得ずに第三者に譲渡し、又は承継してはならないこと。 

（３２）助成事業者は、当協会が助成事業に関して知り得た一切の情報について、必要に

応じて防衛省に対して提供することに同意しなければならないこと。 

（３３）助成事業者は、当協会又は防衛省が、実施状況の報告の要求、助成事業の適正か

つ円滑な実施のために必要な改善等の指導及び助言を行ったときは、実施状況の報
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告若しくは当該指導及び助言を踏まえて助成事業を実施しなければならないこと。 

（３４）前各号に定めるもののほか、助成金の適正な交付を行うために当協会が必要と認

めるもの。 

 

（交付申請の取下げ） 

第１１条 当協会は、助成金の交付決定の通知を受けた者から前条第３項第２号として付

した条件に基づき交付申請の取下げの申出があったときは、当該助成金の交付決定はな

かったものとみなす。 

 

（助成事業の内容等の変更） 

第１２条 当協会は、第１０条第３項第３号として付した条件に基づく承認の申請があっ

た場合には、これを審査し、その内容が適正であると認めるときは、これを承認し、そ

の旨を当該申請をした助成事業者に速やかに通知するものとする。 

２ 第１０条第３項第４号の軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。 

（１）助成事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするもの。 

（２）助成事業の期間を変更しようとするもの。 

（３）交付決定通知書に記載された助成対象費用の費目の配分を超えて支出するもの。 

（４）交付決定通知書に記載された助成対象費用の費目の合計の１０分の２を超えて流用

するもの。 

 

（中止又は廃止） 

第１３条 当協会は、第１０条第３項第５号として付した条件に基づく承認の申請があっ

た場合には、これを審査し、その内容が適正であると認めるときは、これを承認し、そ

の旨を当該申請をした助成事業者に速やかに通知するものとする。 

 

（額の確定） 

第１４条 当協会は、第１０条第３項第１６号として付した条件に基づく実績報告があっ

た場合には、必要に応じ実地調査を行った上で、その内容が助成金の交付決定の内容（第

１２条第１項に基づく変更の承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付され

た条件に適合すると認めたときは、交付決定に係る認定装備移転仕様等調整計画の範囲

内において、交付すべき助成金の額を確定し、これを当該助成事業者に通知するものと

する。 

 

（支払） 

第１５条 助成金は、交付決定後、助成事業者に対し、その請求に基づいて原則として概

算払いにより支払い、前条の規定による通知の後、これを精算するものとする。 

 

（取得財産等の処分） 

第１６条 当協会は、第１０条第３項第２４号として付した条件に基づく承認の申請があ

った場合には、これを審査し、その内容が適正であると認めるときは、これを承認し、

その旨を当該申請をした助成事業者に速やかに通知するものとする。 
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２ 前項の承認を受けなければならない取得財産等は、取得価額又は効用の増加価額が単

価５０万円以上の機械及び重要な器具とする。 

３ 第１項の承認を受けなければならない期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を準用する。なお、当協会が別に定める場合は、そ

の期間とする。 

 

（交付決定の取消） 

第１７条 当協会は、次のいずれかの場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すもの

とする。 

（１）助成事業者が助成金を助成事業以外の用途に使用した場合 

（２）助成事業者が交付決定の内容に違反した場合 

（３）助成事業者が交付決定に付された条件に違反した場合 

（４）助成事業者が法令に違反した場合 

（５）助成事業者が助成事業に関して不正又は虚偽の報告をした場合 

（６）助成事業者が第８条第２項の規定による誓約に違反した場合 

（７）防衛大臣が、認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消した場合 

（８）防衛大臣が、認定装備移転仕様等調整計画の変更を認定した場合 

（９）天災地変その他交付決定後に生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合 

２ 前項第 1 号から第８号までに掲げるものについては、第１４条の規定による助成金の

額の確定があった後においても適用する。 

３ 当協会は、第１項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を速やかに助成

事業者に通知するとともに、防衛省に報告するものとする。 

 

（返還等） 

第１８条 当協会は、前条第１項（第７号及び第８号を除く。）の規定により助成金の交付

決定を取り消した場合において、助成事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に助成

金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。 

２ 当協会は、前条第１項第７号又は第８号の規定により助成金の交付決定を取り消した

場合において、助成事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われてい

るときは、請求する返還の額に関する防衛省からの指示に従って、期限を定めて、その

返還を請求するものとする。 

３ 当協会は、第１４条の規定により額の確定をした場合において、既にその額を超える

助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の助成金の返還を請求

するものとする。 

４ 当協会は、前３項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる

事項を記載した書面により速やかに助成事業者に通知するものとする。 

（１）返還すべき助成金の額 

（２）加算金及び延滞金に関する事項 

（３）返還期限 

５ 当協会は、助成事業者が、返還すべき助成金を前項第３号の返還期限までに返還しな
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かったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還金額につき

年１０．９５パ－セントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う返還） 

第１９条 当協会は、第１０条第３項第３０号として付した条件に基づく報告があった場

合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求す

るものとする。 

 

（加算金の計算） 

第２０条 当協会は、助成金が２回以上に分けて交付されている場合における加算金の計

算については、返還を請求した額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したもの

とし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求し

た額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして行

うものとする。 

２ 当協会は、加算金を徴収する場合において、助成事業者の納付した金額が返還を請求

した助成金の額に達するまでは、その返還金額は、まず当該返還を請求した助成金の額

に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第２１条 当協会は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未返還額

の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎

となるべき未返還額は、その返還金額を控除した額によるものとする。 

２ 前条第２項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。 

 

（監査） 

第２２条 当協会は、助成事業の適正かつ効率的な運営を確保するため必要があると認め

る場合には、定期又は臨時に、助成事業者の助成金に係る業務の処理について監査を実施

するものとする。 

２ 監査は、書面により又は実地に行う。 

３ 監査を実施する者は、その実施に当たっては、関係者の意見を十分に徴し、かつ、助

成事業者の業務の執行に支障を与えないよう努めるものとする。 

 

第３章 基金の管理等 

 

（基金の管理等） 

第２３条 当協会は、防衛生産基盤強化法第１８条第１項に規定する基金（以下単に「基

金」という。）について善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。 

２ 当協会は、防衛生産基盤強化法第１８条第４項の規定により、基金の運用に係る業務

上の余裕金を運用するときは、次の方法により行うものとする。 

（１）国債の取得 

（２）銀行への預金 
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（３）信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和１８年

法律第４３号）第１条第１項の認可を受けた金融機関をいう。）への金銭信託で元本補

填の契約があるもの 

３ 前項の基金の運用については、元本の償還の確実性及び認定装備移転事業者に対する

適時かつ適切な支援が確保される方法により行うものとし、基金の運用によって生じた

利子その他の収入金に相当する金額は基金に充てるものとする。 

４ 当協会は、防衛生産基盤強化法第２０条及び第２２条並びに施行規則第２３条及び第

２４条の規定により、装備移転支援業務（基金に係る業務を除く。）、基金に係る業務及

び当協会の行うその他の業務ごとに経理を区分して整理し、その収支の状況を帳簿によ

って明らかにしておくものとする。 

５ 当協会は、防衛生産基盤強化法第１８条第８項の規定により、毎事業年度終了後６月

以内に、基金に係る業務に関する報告書を作成し防衛大臣に提出しなければならない。 

 

第４章 照会・相談業務 

 

（照会・相談業務） 

第２４条 当協会は、照会・相談業務の実施に当たって、装備移転支援担当課に相談窓口

を設置した上で、ホームページ等に連絡先を掲載し、装備移転仕様等調整を実施しようと

する者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 

 

第５章 秘密の保持 

 

（情報管理体制） 

第２５条 当協会は、保護すべき情報（取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算

機情報の取扱いについて（防防調第４６０８号。１９．４．２７）第１に規定する「取扱

い上の注意を要する文書等」及び同通達第８に規定する「注意電子計算機情報」並びにこ

れらの情報を利用して作成される情報又はそれらを類推させる情報であって、指定装備

移転支援法人に保護を求める情報として防衛省が指定したものをいう。以下同じ。）を適

切に取り扱うため、第４条に規定する装備移転支援担当理事を装備移転支援業務に係る

情報管理総括責任者とし、当該情報管理総括責任者に防衛省が定めた「装備品等及び役務

の調達における情報セキュリティ基準」を満たす体制と同等の体制を整備させなければ

ならない。 

２ 当協会は、前項の規定によるほか、秘密情報（認定装備移転事業者の認定装備移転仕

様等調整計画に記載された情報その他の装備移転支援業務の実施に伴い入手した情報の

うち、企業情報等の対外的に公表されていないものをいう。以下同じ。）を適切に管理す

るため、情報管理総括責任者に秘密情報の管理のために必要な措置を講じさせなければ

ならない。 

３ 前二項の情報管理総括責任者は、装備移転支援業務に従事する役職員等（非常勤の職

員等及び業務委託契約・業務提携契約等を締結した企業等に所属する者を含む。以下同

じ。）及び役職員等であった者が、保護すべき情報及び秘密情報について、装備移転支援

業務の遂行の目的以外に利用することのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じ
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るものとする。 

 

第６章 雑則 

 

（装備移転支援業務規程の公表） 

第２６条 当協会は、防衛生産基盤強化法第１７条第１項の規定によりこの規程（変更し

ようとするときは、その変更後のもの。本条において同じ。）について認可を受けたとき

は、遅滞なく、その装備移転支援業務規程をホームページへの掲載により公表するものと

する。 

 

（様式） 

第２７条 この規程に定める手続のうち、別表第２の左欄に記載するものに関して用いる

書類の様式は、同表の右欄に掲げるものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第２８条 この規程に定めるもののほか装備移転支援業務に関し必要な事項は、当協会が

別に定めるものとする。 

 

附則 

この規程は、令和６年２月２６日から適用する。 
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別表第１ 

 

助成対象費用の区分 助成対象費用の区分の内訳※１ 助成金の額 

費目（例示） 費目の内訳（例示）※２ 

認定装備移転事業者が

認定装備移転仕様等調

整計画に係る装備移転

仕様等調整を行うため

に必要な右に例示する

費目その他の費目によ

る費用（一般管理及び

販売費及び利子（概算

払の場合を除く。）を含

む。） 

調査費 渉外調整費  

 

 

当該計画の実施期間

において実際に発生

したものの額 

市場調査費 

 

設計費 

設計費 

試作費 

試作試験費 

製造費 加工費 

設備取得費 

 

試験費 

完成試験費 

認証取得費 

規格適合費 

※１ ： 装備移転仕様等調整に関し、新たに発生するものに限る。 

※２ ： 費目の内訳（例示）の定義は、以下のとおり。 

     渉外調整費： 装備移転が見込まれる相手国政府等との間の装備移転仕様等調

整の検討に係る折衝・交渉に要する費用 

     市場調査費： 現地専門企業の活用等を含む市場調査・調整に要する費用 

     設計費  ： 設計図面、作業指示書等の作成に要する費用 

     試作費  ： 試作品の製作に要する費用 

     試作試験費： 試作品の試験・評価に要する費用 

     加工費  ： 設計図面等に基づき、納品物の製造に要する費用 

     設備取得費： 製造に必要な設備等の固定資産の取得に要する費用 

     完成試験費： 完成品の機能・性能の試験・評価に要する費用 

     認証取得費： 耐空証明等の認証の取得に要する費用 

     規格適合費： 国際標準規格への適合に要する費用 
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別表第２ 

 

手     続 様  式 

第８条第１項の規定による交付申請 別記様式第１ 

第８条第２項の規定による誓約 別記様式第２ 

第１０条第１項の規定による交付決定の通知 別記様式第３ 

第１０条第３項第２号として付した条件に基づく交付申請の取下げの申出 別記様式第４ 

第１０条第３項第３号として付した条件に基づく助成事業の内容等の変更の

承認の申請 

別記様式第５ 

第１０条第３項第４号として付した条件に基づく助成事業の内容等の軽微な

変更の届出 

別記様式第６ 

第１０条第３項第５号として付した条件に基づく助成事業の中止又は廃止の

承認の申請 

別記様式第７ 

第１０条第３項第９号として付した条件に基づく契約の承認の申請 別記様式第８ 

第１０条第３項第１３号として付した条件に基づく助成事業の実施が困難な

場合等の報告 

別記様式第９ 

第１０条第３項第１４号として付した条件に基づく実施状況に関する毎年度

の報告 

別記様式第１０ 

第１０条第３項第１５号として付した条件に基づく実施状況に関する随時の

報告 

別記様式第１１ 

第１０条第３項第１６号として付した条件に基づく助成事業の実績の報告 別記様式第１２ 

第１０条第３項第２４号として付した条件に基づく取得財産等の処分の承認

の申請 

別記様式第１３ 

第１０条第３項第２９号として付した条件に基づく取得財産等の処分による

収入の報告 

別記様式第１４ 

第１０条第３項第３０号として付した条件に基づく消費税等に係る仕入控除

税額の報告 

別記様式第１５ 

第１２条第１項の規定による助成事業の内容等の変更の承認の通知 別記様式第１６ 

第１３条の規定による助成事業の中止又は廃止の承認の通知 別記様式第１７ 

第１４条の規定による助成金の額の確定の通知 別記様式第１８ 

第１５条の規定による精算払の請求 別記様式第１９ 

第１５条の規定による概算払の請求 別記様式第２０ 

第１６条第１項の規定による取得財産等の処分の承認の通知 別記様式第２１ 

第１７条第３項の規定による交付決定の取消しの通知 別記様式第２２ 

第１７条第３項の規定による交付決定の取消しの報告 別記様式第２３ 

第１８条第１項、第２項又は第３項の規定による助成金の返還の請求 別記様式第２４ 
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（資料４） 

参 照 条 文 

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和五

年法律第五十四号）（抄） 

 

（装備移転仕様等調整計画の認定） 

第九条 装備品製造等事業者は、外国政府に対する装備移転が見込まれる場合におい

て、当該装備移転の対象となる装備品等と同種の物品（以下この項及び次項第一号

において「移転対象物品」という。）について、防衛大臣の求め（当該移転対象物

品の仕様及び性能を、我が国と当該外国政府との防衛の分野における協力の内容に

応じて第二十七条第一項に規定する装備品等秘密の保全その他の我が国の安全保障

上の観点から適切なものとするために行うものに限る。）に応じてその仕様及び性

能の調整を行おうとするときは、単独で又は共同で、その求めに応じて行う移転対

象物品の仕様及び性能の調整（以下「装備移転仕様等調整」という。）に関する計

画（以下この節において「装備移転仕様等調整計画」という。）を作成し、防衛省

令で定めるところにより、これを防衛大臣に提出して、その認定を受けることがで

きる。 

２及び３ （略） 

 

（指定装備移転支援法人の指定及び業務） 

第十五条 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団

法人であって、第三項に規定する業務（以下この節において「装備移転支援業務」

という。）に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請に

より、全国を通じて一個に限り、指定装備移転支援法人として指定することができ

る。 

一 装備移転支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術

的能力を有するものであること。 

二 装備移転支援業務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務を行うこ

とによって装備移転支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがない

ものであること。 

三 前二号に掲げるもののほか、装備移転支援業務を適正かつ確実に実施すること

ができるものとして、防衛省令で定める基準に適合するものであること。 

２～７ （略） 
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（装備移転支援業務規程） 

第十七条 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務を行うときは、防衛省令で定

めるところにより、当該装備移転支援業務の開始前に、装備移転支援業務に関する

規程（以下この条において「装備移転支援業務規程」という。）を定め、防衛大臣

の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 装備移転支援業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 

一 第十五条第三項第一号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 

イ 認定装備移転事業者に対する助成金の交付の要件に関する事項 

ロ 認定装備移転事業者による助成金の交付申請書に記載すべき事項 

ハ 認定装備移転事業者に対する助成金の交付の決定に際し付すべき条件に関す

る事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項として防

衛省令で定める事項 

二 次条第一項に規定する基金の管理に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、装備移転支援業務に関し必要な事項として防衛省

令で定める事項 

３ 防衛大臣は、第一項の認可の申請が基本方針及び装備移転支援実施基準に適合す

るとともに、装備移転支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものである

と認めるときは、その認可をするものとする。 

４ 防衛大臣は、第一項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなけれ

ばならない。 

５ 指定装備移転支援法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その装備移

転支援業務規程を公表しなければならない。 

６ 防衛大臣は、指定装備移転支援法人の装備移転支援業務規程が基本方針及び装備

移転支援実施基準に適合しなくなったと認めるときは、その装備移転支援業務規程

を変更すべきことを命ずることができる。 

（基金） 

第十八条 指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務であって次の各号のいずれに

も該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金（以下「

基金」という。）を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充て

るものとする。 

 一 認定装備移転事業者による認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等

調整に係る業務であって、装備移転が安全保障上の観点から適切に行われるため

に緊要なもの。 

 二 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾

力的な支出が必要であることその他特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度
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にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると

認められるもの 

２ 国は、予算の範囲内において、指定装備移転支援法人に対し、基金に充てる資金

を補助することができる。 

３ 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする

。 

４～７ （略） 

８ 指定装備移転支援法人は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し

、当該事業年度の終了後六月以内に防衛大臣に提出しなければならない。 

９ 防衛大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて

、国会に報告しなければならない。 
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公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防衛装 

備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書に付 

する防衛大臣の意見 
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  防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第

５４号）第１８条第９項の規定に基づき、公益財団法人防衛基盤整備協会令和５年度防衛装備移

転円滑化基金に係る業務に関する報告書に付する防衛大臣の意見は次のとおりである。 

 

 

                                 防 衛 大 臣 

 

 

  令和５年度防衛装備移転円滑化基金に係る業務については、以下の点から、透明性・公正性に

十分留意したものであり、適正であったと認められる。 

 

 

 １．公益財団法人防衛基盤整備協会においては、事業の効果的な運用を目指し、防衛省と協議を

行い、体制・規則を整備し、基金を造成するなど、着実に業務を実施した。 

 

 ２．基金の管理については、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関

する法律、装備移転支援実施基準 （令和５年１０日１０日防衛大臣決定）、公益財団法人防衛基

盤整備協会装備移転支援業務規程（令和６年防基理第１号）等に基づき、適切な運用が図られ

た。 


